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平成 21 年経済センサス-基礎調査は、事業所及び企業の経済活動の状態を調査し、 

全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域 

的に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得る 

ことを目的として実施しました。 

このたび大阪府では集計結果の概要について、以下のとおり取りまとめました。 

（注）本文の数値は、総務省統計局「経済センサス-基礎調査」の調査票情報を大阪府が 

独自集計を行ったものであり、総務省統計局が公表する数値と異なる場合があります。 

 

◆調査日 

  平成 21 年７月１日 

 

◆調査の対象 

調査日現在、国内に所在する全ての事業所及び企業（農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サー

ビス業及び外国公務に属する事業所を除く。） 

 

◆調査の方法 

  調査は、「甲調査」と「乙調査」の２種類からなり、対象となる事業所及び企業の規模に応じて、調

査員による調査と、総務省、都道府県、市町村による調査（インターネット又は郵送）に分けて行いま

した。 

 (1)甲調査…民営事業所を対象とする全数調査 

  (2)乙調査…国及び地方公共団体の事業所を対象とする全数調査 

 

◆調査事項 

  それぞれ次に掲げる事項について調査しました。 

  (1)甲調査 

   【事業所に関する事項】 

    ア 名称 イ 電話番号 ウ 所在地 エ 開設時期 オ 従業者数 カ 事業の種類 キ 業態 

【企業に関する事項】 

    ア 経営組織 イ 資本金等の額 ウ 外国資本比率 エ 決算月 オ 持株会社か否か 

        カ 親会社の有無 キ 親会社の名称 ク 親会社の所在地及び電話番号 

    ケ 子会社の有無及び子会社の数 コ 法人全体の常用雇用者数 

    サ 法人全体の主な事業の種類 シ 国内及び海外の支所等の有無及び支所等の数 

    ス 本所の名称 セ 本所の所在地及び電話番号 

  (2)乙調査 

    ア 名称 イ 電話番号 ウ 所在地 エ 職員数 オ 事業の種類 

    カ 事業の委託先の名称、電話番号及び所在地 

  平成 21 年経済センサス-基礎調査結果（確報）概要 
 

 （公表の詳細は当課ホームページをご覧ください。http://www.pref.osaka.jp/toukei/top/index.html） 

大阪府総務部統計課 事業・産業グループ 

統計トピックス２  

経済センサス キャラクター 
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◆結果の概要 

 

《事業所編》 

 

１ 概況  
 

 
 

 経済センサス-基礎調査による平成 21 年７月１日現在の大阪府の総事業所数は、48 万 6222 事業所とな

っています。このうち、事業内容等が不詳の事業所を除くと、事業所数は 44 万 9766 事業所、従業者数は

489 万 4353 人となっています。 

（注）以下は、事業内容等が不詳の事業所を除いて記述しています。 

 また、１㎢当たりの事業所数は 237 事業所となっており、従業者数を男女別にみると、男性は 280 万 6913

人（男女比 57.4％）、女性は 207 万 254 人（同 42.3％）となっています。         （表１－１） 

 

 

男性 女性

所 所 所 人 人 人 ％ ％

総数 486,222 449,766 237.0 4,894,353 2,806,913 2,070,254 57.4 42.3

民営 480,304 443,848 233.9 4,645,072 2,658,523 1,969,363 57.2 42.4

国，地方公共団体 5,918 5,918 3.1 249,281 148,390 100,891 59.5 40.5

経営組織 男女比※3
事業所数
（事業内容
等不詳を
含む）

事業所数 従業者数※2
１㎢当たりの

事業所数※1
男性 女性

 

         

 

 

 

 

 大阪府内に所在する民営事業所数は 44 万 3848 事業所となっています。このうち、単独事業所数は 31

万 6722 事業所（民営事業所全体の 71.4％）と最も多く、次いで支所・支社・支店が９万 9478 事業所（同

22.4％）、本所・本社・本店が２万 5834 事業所（同 5.8％）となっています。 

また、従業者数をみると、民営事業所の従業者数は 464 万 5072 人となっています。このうち、支所・支

社・支店の従業者数は195万6374人（同42.1％）と最も多く、次いで単独事業所が174万6621人（同37.6％）、

本所・本社・本店が 93 万 5914 人（同 20.1％）となっています。         （表１－２，図１） 

 

 

本所・支所別 事業所数
総数に

占める割合
従業者数

総数に
占める割合

所 ％ 人 ％

総数※ 443,848 100.0 4,645,072 100.0

 単独事業所 316,722 71.4 1,746,621 37.6

 本所・本社・本店 25,834 5.8 935,914 20.1

 支所・支社・支店 99,478 22.4 1,956,374 42.1  

 

 

民営事業所の７割以上は単独事業所 

大阪府の事業所数は、44 万 9766 事業所、従業者数は 489 万 4353 人 

表１－２ 本所・支所別事業所数及び従業者数（民営） 

※1｢１㎢当たり｣の算出に用いた大阪府の面積は 1897.85㎢で、国土交通省国土地理院｢平成 20 年全国都道府県市区町村別面積調｣によります。

※2従業者数には、男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計と一致しない場合があります。 

※3｢男女別の比率｣は、男女別が不詳の従業者数を含むため、男性と女性の比率の合計は 100.0％にならない場合があります。 

※総数は、法人でない団体を含むため、単独事業所、本所・本社・本店及び支所・支社・

支店の合計と一致しません。 

表１－１ 事業所数及び従業者数
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２ 全国における大阪府の状況 
 

 

 

全国の事業所数は 604 万 3300 事業所、従業者数は 6286 万 514 人で、全国に占める大阪府の割合は、事

業所数では 7.4％、従業者数では 7.8％、都道府県別にみると、いずれも東京都に次いで全国２位となって

います。                                        （表２） 

 

事業所数 従業者数

順位 都道府県 事業所数
全国に

占める割合
順位 都道府県 従業者数

全国に
占める割合

所 ％ 人 ％

全 国 6,043,300 100.0 全 国 62,860,514 100.0

1 東 京 都 694,212 11.5 1 東 京 都 9,520,835 15.1

2 大 阪 府 449,766 7.4 2 大 阪 府 4,894,353 7.8

3 愛 知 県 344,523 5.7 3 愛 知 県 4,006,646 6.4

4 神 奈 川 県 315,002 5.2 4 神 奈 川 県 3,694,587 5.9

5 埼 玉 県 267,630 4.4 5 埼 玉 県 2,777,223 4.4
 

 

 

 

３ 市町村別の状況 
 

 
 

（１）事業所数 

市町村別に事業所数をみると、大阪市が 20 万 9636 事業所（大阪府全体の 46.6％）と最も多く、次い

で堺市が３万 1953 事業所（同 7.1％）、東大阪市が２万 9064 事業所（同 6.5％）などとなっています。 

 

（２）従業者数 

市町村別に従業者数をみると、大阪市が 245 万 4646 人（同 50.2％）と最も多く、次いで堺市が 33 万

6095 人（同 6.9％）、東大阪市が 26 万 3586 人（同 5.4％）などとなっています。      （表３） 

事業所数、従業者数はともに全国２位 

事業所数、従業者数の約５割が大阪市に集中 

表２ 事業所数及び従業者数（上位５都道府県）

図１ 本所・支所別事業所数及び従業者数の割合（民営） 
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順位 市町村 事業所数
大阪府に
占める割合

順位 市町村 従業者数
大阪府に
占める割合

所 ％ 人 ％

大 阪 府 449,766 100.0 大 阪 府 4,894,353 100.0

1 大 阪 市 209,636 46.6 1 大 阪 市 2,454,646 50.2
2 堺 市 31,953 7.1 2 堺 市 336,095 6.9
3 東 大 阪 市 29,064 6.5 3 東 大 阪 市 263,586 5.4
4 豊 中 市 14,871 3.3 4 吹 田 市 159,205 3.3
5 八 尾 市 13,218 2.9 5 豊 中 市 138,615 2.8
6 吹 田 市 11,904 2.6 6 枚 方 市 129,175 2.6
7 枚 方 市 10,993 2.4 7 八 尾 市 123,067 2.5
8 高 槻 市 10,237 2.3 8 茨 木 市 114,228 2.3
9 茨 木 市 9,809 2.2 9 高 槻 市 112,125 2.3
10 寝 屋 川 市 8,351 1.9 10 門 真 市 79,858 1.6
11 岸 和 田 市 8,329 1.9 11 岸 和 田 市 76,486 1.6
12 守 口 市 7,627 1.7 12 寝 屋 川 市 76,170 1.6
13 門 真 市 6,346 1.4 13 守 口 市 72,976 1.5
14 和 泉 市 6,071 1.3 14 大 東 市 58,668 1.2
15 松 原 市 5,360 1.2 15 和 泉 市 58,023 1.2
16 大 東 市 5,262 1.2 16 摂 津 市 54,754 1.1
17 泉 佐 野 市 5,136 1.1 17 泉 佐 野 市 54,578 1.1
18 摂 津 市 4,507 1.0 18 池 田 市 47,568 1.0
19 箕 面 市 4,447 1.0 19 箕 面 市 45,550 0.9
20 羽 曳 野 市 4,091 0.9 20 松 原 市 44,982 0.9
21 池 田 市 4,006 0.9 21 富 田 林 市 38,353 0.8
22 富 田 林 市 3,748 0.8 22 羽 曳 野 市 37,451 0.8
23 泉 大 津 市 3,682 0.8 23 泉 大 津 市 32,547 0.7
24 貝 塚 市 3,549 0.8 24 貝 塚 市 32,491 0.7
25 藤 井 寺 市 3,049 0.7 25 柏 原 市 27,062 0.6
26 河内長野市 2,993 0.7 26 泉 南 市 26,865 0.5
27 柏 原 市 2,684 0.6 27 河内長野市 26,405 0.5
28 高 石 市 2,465 0.5 28 藤 井 寺 市 23,807 0.5
29 泉 南 市 2,449 0.5 29 高 石 市 22,919 0.5
30 交 野 市 2,115 0.5 30 大阪狭山市 21,410 0.4
31 大阪狭山市 2,009 0.4 31 交 野 市 20,940 0.4
32 四 條 畷 市 2,005 0.4 32 四 條 畷 市 15,233 0.3
33 阪 南 市 1,784 0.4 33 阪 南 市 13,596 0.3
34 熊 取 町 1,346 0.3 34 熊 取 町 11,767 0.2
35 忠 岡 町 805 0.2 35 島 本 町 7,660 0.2
36 島 本 町 683 0.2 36 忠 岡 町 7,595 0.2
37 河 南 町 611 0.1 37 田 尻 町 5,698 0.1
38 岬 町 555 0.1 38 河 南 町 5,208 0.1
39 能 勢 町 480 0.1 39 岬 町 4,531 0.1
40 太 子 町 471 0.1 40 能 勢 町 4,030 0.1
41 田 尻 町 420 0.1 41 太 子 町 3,298 0.1
42 豊 能 町 404 0.1 42 豊 能 町 2,857 0.1
43 千早赤阪村 241 0.1 43 千早赤阪村 2,275 0.0

事業所数 従業者数

 

 

表３ 事業所数及び従業者数（市町村順位） 
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４ 産業別の状況 

 

 

  

（１）事業所数 

産業大分類別に事業所数をみると、「卸売業，小売業」が 11 万 4794 事業所（全産業に占める割合が

25.5％）と最も多く、次いで「宿泊業，飲食サービス業」が６万 1830 事業所（同 13.7％）、「製造業」

が５万 3417 事業所（同 11.9％）などとなっています。                

  

（２）従業者数  

産業大分類別に従業者数をみると、「卸売業，小売業」が106万 5452人（全産業に占める割合が21.8％）

と最も多く、次いで「製造業」が 74 万 8448 人（同 15.3％）、「医療，福祉」が 48 万 306 人（同 9.8％）

などとなっています。 

  また、産業大分類別に男女比をみると、男性の割合が最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」

の 91.2％で、女性の割合が最も高いのは「医療，福祉」の 72.7％となっています。  （表４,図２） 

 

（注）以下の産業分類は、日本標準産業分類（平成 21 年総務省告示第 175 号）に基づくものです。 

 

 

 

事業所数 従業者数

男性 女性

所 ％ 人 ％ 人 人 ％ ％

全産業 449,766 100.0 4,894,353 100.0 2,806,913 2,070,254 57.4 42.3

農業，林業 278 0.1 3,070 0.1 2,195 875 71.5 28.5

漁業 6 0.0 27 0.0 18 9 66.7 33.3

鉱業，採石業，砂利採取業 18 0.0 153 0.0 132 21 86.3 13.7

建設業 30,136 6.7 274,974 5.6 227,277 47,697 82.7 17.3

製造業 53,417 11.9 748,448 15.3 519,751 215,442 69.4 28.8

電気・ガス・熱供給・水道業 425 0.1 23,529 0.5 21,469 2,060 91.2 8.8

情報通信業 7,407 1.6 156,553 3.2 115,817 39,694 74.0 25.4

運輸業，郵便業 12,014 2.7 293,336 6.0 239,139 54,197 81.5 18.5

卸売業，小売業 114,794 25.5 1,065,452 21.8 579,106 484,473 54.4 45.5

金融業，保険業 6,155 1.4 130,641 2.7 59,276 71,365 45.4 54.6

不動産業，物品賃貸業 40,389 9.0 168,342 3.4 101,358 66,984 60.2 39.8

学術研究，専門・技術サービス業 20,633 4.6 157,576 3.2 104,216 53,360 66.1 33.9

宿泊業，飲食サービス業 61,830 13.7 463,388 9.5 194,967 267,900 42.1 57.8

生活関連サービス業，娯楽業 32,839 7.3 190,335 3.9 86,064 103,776 45.2 54.5

教育，学習支援業 13,816 3.1 213,208 4.4 102,642 110,566 48.1 51.9

医療，福祉 28,946 6.4 480,306 9.8 131,085 349,221 27.3 72.7

複合サービス事業 1,561 0.3 15,002 0.3 8,253 6,749 55.0 45.0

サービス業（他に分類されないもの） 23,974 5.3 409,877 8.4 236,099 173,778 57.6 42.4

公務（他に分類されるものを除く） 1,128 0.3 100,136 2.0 78,049 22,087 77.9 22.1

女性
男女比※2産業大分類

男性
全産業に
占める
割合

総数※1
全産業に
占める
割合

総数

 

 

事業所数、従業者数ともに最も多いのは「卸売業，小売業」

表４ 産業大分類別事業所数及び従業者数 

※1従業者の総数には、男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計と一致しない場合があります。 

※2｢男女別の比率｣は、男女別が不詳の従業者数を含むため、男性と女性の比率の合計は 100.0％にならない場合があります。 
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５ 経営組織別の状況 
 
 

 

（１）事業所数 

経営組織別に事業所数をみると、「民営」が 44 万 3848 事業所（事業所全体の 98.7％）、「国，地方公

共団体」が 5918 事業所（同 1.3％）で、「民営」のうち「個人」は 19 万 189 事業所（同 42.3％）、「法人」

は 25 万 1845 事業所（同 56.0％）、うち「会社」は 23 万 192 事業所（同 51.2％）となっています。 

 

（２）従業者数 

経営組織別に従業者数をみると、「民営」が 464 万 5072 人（従業者全体の 94.9％）、「国，地方公共団

体」が 24 万 9281 人（同 5.1％）で、「民営」のうち、「個人」は 58 万 8442 人（同 12.0％）、「法人」は

405 万 467 人（同 82.8％）、うち「会社」は 359 万 2514 人（同 73.4％）となっています。  （表５） 

    

 

 

経営組織 事業所数
総数に

占める割合
従業者数

総数に
占める割合

所 ％ 人 ％

総数 449,766 100.0 4,894,353 100.0

　民営 443,848 98.7 4,645,072 94.9

　　個人  190,189 42.3 588,442 12.0

　　法人 251,845 56.0 4,050,467 82.8

　　　会社 230,192 51.2 3,592,514 73.4

　　　会社以外の法人 21,653 4.8 457,953 9.4

  　法人でない団体
※ 1,814 0.4 6,163 0.1

　国，地方公共団体 5,918 1.3 249,281 5.1
 

 

 

 

「会社」の割合が事業所数は５割、従業者は７割を越える 

図２ 産業大分類別事業所数及び従業者数 

表５ 経営組織別事業所数及び従業者数 

※法人でない団体とは、団体であるが法人格を持たないもの。例えば、協議会、後援会、同窓会、

労働組合（法人格を持たないもの）の事業所などが含まれます。 
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６ 従業者規模別の状況 
 

 

 

（１）事業所数 

従業者規模別に事業所数をみると、「１～４人」が 26 万 1076 事業所（事業所全体の 58.0％）と最も

多く、次いで「５～９人」が８万 9522 事業所（同 19.9％）、「10～19 人」が５万 762 事業所（同 11.3％）

などとなっており、20 人未満の事業所が全体の 89.2％を占めています。 

 

（２）従業者数 

従業者規模別に従業者数をみると、「300 人以上」が 76 万 6076 人（従業者全体の 15.7％）と最も多く、

次いで「10～19 人」が 68 万 3946 人（同 14.0％）、「50～99 人」が 59 万 6588 人（同 12.2％）などとな

っています。                                    （表６） 

 

  

事業所数
総数に

占める割合
従業者数

総数に
占める割合

所 ％ 人 ％

449,766 100.0 4,894,353 100.0

1 ～ 4 人 261,076 58.0 573,587 11.7

5 ～ 9 人 89,522 19.9 583,376 11.9

10 ～ 19 人 50,762 11.3 683,946 14.0

20 ～ 29 人 18,541 4.1 441,896 9.0

30 ～ 49 人 14,128 3.1 532,127 10.9

50 ～ 99 人 8,702 1.9 596,588 12.2

100 ～ 199 人 3,561 0.8 485,280 9.9

200 ～ 299 人 964 0.2 231,477 4.7

300 人以上 1,145 0.3 766,076 15.7

    派遣従業者のみ※ 1,365 0.3 　　　 　- 　　　　-

従業者規模

 総数

 

 

 

 

 

７ 従業上の地位別の状況  
 

 

 

民営事業所について、従業上の地位別に従業者数をみると、「雇用者」が 407 万 1823 人（従業者全体の

87.7％）、「有給役員」が 32 万 8136 人（同 7.1％）、「個人業主」が 18 万 7431 人（同 4.0％）、｢無給の家族

従業者｣が５万 7682 人（同 1.2％）となっています。 

このうち、「雇用者」の内訳をみると、「正社員・正職員」が 239 万 4534 人（雇用者全体の 58.8％）、パ

ート・アルバイトなどの「正社員・正職員以外」が 142 万 7027 人（同 35.0％）、日々雇用などの｢臨時雇

用者｣が 25 万 262 人（同 6.1％）となっており、「正社員・正職員以外」と「臨時雇用者」で雇用者全体の

41.2％を占めています。 

さらに雇用者を男女別にみると、男性は「正社員・正職員」が 166 万 6277 人（男性の雇用者全体の 73.3％）

で、「正社員・正職員以外」の 49 万 8200 人（同 21.9％）を上回っているのに対し、女性は「正社員・正

職員以外」が 92 万 6161 人（女性の雇用者全体の 52.0％）で、「正社員・正職員」の 71 万 3744 人（同 40.1％）

を上回っています。                               （表７，図３） 

 

従業者数 20 人未満の事業所が事業所全体の約９割 

｢正社員・正職員以外｣と｢臨時雇用者｣で雇用者全体の４割以上 

表６  従業者規模別事業所数及び従業者数 

(注)該当数字のないものは「－」で表しています。 

※当該事業所に所属する従業者が１人もおらず、外部から派遣された人のみで事業活動が行われている

事業所をいいます。 
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民営事業所の総数に対する新設事業所の割合は 7.9％ 

40.1 

73.3 

58.8 

52.0 

21.9 

35.0 

7.9 

4.8 

6.1 

0 20 40 60 80 100

女 性

男 性

雇用者

総 数

%

正社員・正職員 正社員・正職員以外 臨時雇用者

 

人 人 人 ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 4,645,072 2,658,523 1,969,363 100.0 100.0 100.0

個人業主 187,431 136,355 51,076 4.0 5.1 2.6

無給の家族従業者 57,682 12,151 45,531 1.2 0.5 2.3

有給役員 328,136 235,482 92,647 7.1 8.9 4.7

雇用者 4,071,823 2,274,535 1,780,109 87.7 100.0 85.6 100.0 90.4 100.0

常用雇用者 3,821,561 2,164,477 1,639,905 82.3 93.9 81.4 95.2 83.3 92.1

正社員・正職員 2,394,534 1,666,277 713,744 51.5 58.8 62.7 73.3 36.2 40.1

正社員・正職員以外 1,427,027 498,200 926,161 30.7 35.0 18.7 21.9 47.0 52.0

臨時雇用者 250,262 110,058 140,204 5.4 6.1 4.1 4.8 7.1 7.9

他からの派遣従業者数 157,180 77,632 79,522

従業上の地位
総数に占める割合・雇用者に占める割合

男性 女性男性 女性 従業者数
従業者数※

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 存続・新設・廃業の状況  
 
 

 

平成 18 年以降の民営事業所の異動状況をみると、新設事業所数は３万 5142 事業所、廃業事業所数は８

万 1802 事業所となっており、民営事業所の総数に対する新設事業所の割合は、7.9％となっています。 

                                  （表８） 

 

 

事業所数
総数に

占める割合
従業者数

総数に
占める割合

所 ％ 人 ％

総数※1 443,848 100.0 4,645,072 100.0

存続事業所※2 404,027 91.0 4,268,299 91.9

新設事業所※3 35,142 7.9 315,138 6.8

廃業事業所※4 81,802   　　　- 594,180  　　 　-

異動状況別

 

 

表７ 従業上の地位、男女別従業者数及び派遣されている人（民営） 

(注)比率は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。 

※従業者数には､男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合があります。 

表８ 存続・新設・廃業事業所数（民営）

(注)該当数字のないものは「－」で表しています。 

※1 総数には、存続・新設が不詳の事業所を含むため、存続事業所・新設事業所の合計と一致しません。

※2 存続事業所とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成 18 年事業所･企業統計調査で調査された

事業所をいいます。なお、商業･法人登記等の行政記録で新たに把握した事業所のうち、平成 18 年以

前に開設した事業所も存続事業所とします。 

※3 新設事業所とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成 18 年事業所･企業統計調査以降に開設し

た事業所をいいます。なお、商業･法人登記等の行政記録で新たに把握した事業所で平成 19 年以後に

開設した事業所は新設事業所とします。 

※4 廃業事業所とは、平成 18 年事業所･企業統計調査で調査された事業所のうち、平成 21 年経済センサス-

基礎調査で把握されなかった事業所をいいます。 

図３ 雇用者の男女、従業上の地位別割合（民営） 
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《会社企業編》 

 

１ 概況  
 
 

 

 大阪府の会社企業(注)（以下「企業」という。）の数は 14 万 1947 企業となっています。そのうち単一事

業所企業が 11 万 9414 企業（企業全体の 84.1％）で複数事業所企業が２万 2533 企業（同 15.9％）となっ

ています。 

また、全国の企業数は 180 万 5545 企業で、全国に占める大阪府の割合は 7.9％、都道府県別にみると、

東京都に次いで全国２位となっています。                 （表９－１，表９－２） 

 
 

(注）｢会社企業」とは、経営組織が株式会社（有限会社を含む）、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社で、本所と支所を含
めた全体をいいます。 

なお、単独事業所の場合は、その事業所だけで「会社企業」となり、企業数は、本所事業所と単独事業所の合計をいいます。  

また、本編の企業数は、企業の本所等が大阪府に所在するものの合計であり、その従業者数は、支所等が他都道府県に所在す
る事業所の従業者数も含まれます。 

 

 

企業類型 企業数
総数に

占める割合
従業者数
（うち国内）

総数に
占める割合

企業 ％ 人 ％

総数 141,947 100.0 3,831,794 100.0

単一事業所企業
※1 119,414 84.1 1,005,322 26.2

複数事業所企業
※2 22,533 15.9 2,826,472 73.8

 
 

 

 

企業数 従業者数

順位 都道府県 企業数
全国に

占める割合
順位 都道府県

従業者数
（うち国内）

全国に
占める割合

企業 ％ 人 ％

全 国 1,805,545 100.0 全 国 41,266,993 100.0

1 東 京 都 280,603 15.5 1 東 京 都 12,218,050 29.6
2 大 阪 府 141,947 7.9 2 大 阪 府 3,831,794 9.3
3 神 奈 川 県 115,979 6.4 3 愛 知 県 2,698,223 6.5
4 愛 知 県 109,657 6.1 4 神 奈 川 県 2,006,616 4.9
5 埼 玉 県 88,022 4.9 5 福 岡 県 1,413,229 3.4

 

 

 

２ 企業産業別の状況 
 
 

 

企業産業大分類別に企業数をみると、「卸売業，小売業」が３万 5535 企業（企業全体の 25.0％）と最も

多く、次いで「製造業」が２万 8190 企業（同 19.9％）、「不動産業，物品賃貸業」が２万 648 企業（同 14.5％）、

「建設業」が１万 9101 企業（同 13.5％）となっており、これらの産業で企業全体の 72.9％となっていま

す。 

これを企業常用雇用者規模別にみると、「０～４人」では「卸売業，小売業」が最も多いが、それ以外の

規模ではいずれも「製造業」が最も多くなっています。                  （表 10） 

「卸売業，小売業」で企業全体の４分の１

会社企業数は 14 万 1947 企業で全国２位 

表９－１ 企業類型別企業数

表９－２ 企業数及び従業者数（上位５都道府県） 

※1単一事業所企業とは､単独事業所の企業をいう。 

※2複数事業所企業とは､本所及び支所（支社・支店・営業所・出張所など）で構成されている企業をいう。 
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企業常用雇用者規模

０～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人
100～299
人

300～999
人

1,000～
1,999人

2,000～
4,999人

5,000人
以上

企業 ％ 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業

全産業（公務を除く） 141,947 100.0 83,309 23,763 15,376 6,025 5,206 4,063 2,918 923 193 118 53

農業，林業 175 0.1 107 37 17 6 2 3      - 3      -      -      -

漁業 2 0.0 1 1      -      -      -      -      -      -      -      -      -

鉱業，採石業，
砂利採取業 12 0.0 7 1 2      - 2      -      -      -      -      -      -

建設業 19,101 13.5 11,585 4,239 1,958 574 342 216 118 48 13 4 4

製造業 28,190 19.9 12,631 5,823 4,114 1,648 1,504 1,192 881 294 54 35 14

電気・ガス・
熱供給・水道業 45 0.0 10 9 8 4 2 6      - 3 1      - 2

情報通信業 4,467 3.1 2,612 627 508 195 207 165 110 31 9 2 1

運輸業，郵便業 4,427 3.1 1,177 780 889 424 449 332 280 71 12 10 3

卸売業，小売業 35,535 25.0 21,285 5,813 3,722 1,507 1,246 1,001 676 203 45 25 12

金融業，保険業 1,927 1.4 1,508 219 90 24 28 15 24 11 1 4 3

不動産業，
物品賃貸業 20,648 14.5 18,357 1,273 517 166 121 110 68 31 3 2      -

学術研究，専門・
技術サービス業 8,106 5.7 5,868 1,103 582 206 152 86 86 19 3 1      -

宿泊業，
飲食サービス業 4,954 3.5 1,698 1,179 891 364 313 229 176 65 15 17 7

生活関連サービス業，
娯楽業 3,945 2.8 1,861 693 546 252 226 192 134 33 4 3 1

教育，学習支援業 1,179 0.8 630 199 161 56 56 41 23 6 4 3      -

医療，福祉 2,540 1.8 795 584 575 243 190 109 32 10 2      -      -

複合サービス事業 6 0.0 6      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

サービス業
（他に分類されないもの）

6,688 4.7 3,171 1,183 796 356 366 366 310 95 27 12 6

企業産業大分類 総数
全産業に
占める割合

 
 
 
 
３ 資本金規模別の状況 
 
 

 

資本金階級別に企業数をみると、「1,000 万～3,000 万円未満」が７万 459 企業（企業全体の 49.6％）と

最も多く、次いで「300 万～500 万円未満」が３万 8620 企業（同 27.2％）、「500 万～1,000 万円未満」が

１万 1926 企業（同 8.4％）などとなっており、資本金 3,000 万円未満の企業が企業全体の 89.2％となって

います。                                       （表 11） 

 

企業数
総数に

占める割合
企業 ％

　総数※ 141,947 100.0
300 万円未満 5,649 4.0
300 万 ～ 500万円 未満 38,620 27.2
500 万 ～ 1,000万円 未満 11,926 8.4

1,000 万 ～ 3,000万円 未満 70,459 49.6
3,000 万 ～ 5,000万円 未満 7,294 5.1
5,000 万 ～ 1億円 未満 4,609 3.2

1 億　～ 3億円 未満 1,331 0.9
3 億　～ 10億円 未満 686 0.5
10 億　～ 50億円 未満 370 0.3
50 245 0.2

資本金階級

億円以上
 

資本金 3,000 万円未満の企業が企業全体の約９割 

表 10 企業産業大分類別,企業常用雇用者規模別企業数 

表 11 資本金階級別企業数

(注)該当数字のないものは「－」で表しています。 

※総数には、資本金の不詳を含むため、内訳の合計と一致しません。 
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    次回は、平成 24 年２月１日を期日とした 

     「平成 24 年経済センサス-活動調査」を全国一斉に実施します！ 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   この調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の 

経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、 

各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的 

とし、「統計法」(平成 19 年法律第 53 号)という法律に基づい 

た基幹統計調査として実施します。 

調査の対象となる事業者の皆様方には、調査への御理解と御 

支援をよろしくお願いいたします。 

   また、身近に事業をされている方がおられましたら一言お 

 知らせいただければ幸いです。 

 

◆調査の対象 

  調査日現在、国内に所在するすべての事業所及び企業（農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービ

ス業及び外国公務に属する事業所並びに国及び地方公共団体の事業所を除く。） 

◆調査の期日 

  平成 24 年２月１日現在 

◆調査の方法  

調査は、「調査員による調査」と「国、都道府県及び市による調査」の二つの方法で行います。 

・調査員による調査・・・・・・・・支社等のない事業所及び新設された事業所については、都道府県知

事が任命する調査員が訪問して調査します。 

・国、都道府県及び市による調査・・支社等を有する企業、一定規模以上の製造業の事業所、純粋持株会

社については、国、都道府県及び市が民間事業者を通じて調査票を郵

送により配付し、郵送又はインターネットで回答していただきます。

◆調査事項 

  経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金

額などを記入していただきます。 

◆結果の利用 

  調査結果は、地方消費税の清算及び市町村への交付の際の算定基準、経済施策、雇用施策などの各種行政

施策や学術研究の基礎資料としての利活用だけでなく、経営の参考資料として事業者の皆様方にも活用して

いただくことを目指しています。 

 

～よく見、よく知り、クリアな統計データで経済社会の未来を築こう～ 

日本の経済力を知る 

『経済の国勢調査』 

 

この調査の基となっている統計法では、報告の義務に関する規

定があります。また、協力しない場合の罰則の規定もあります。 

 しかし、統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことに

よって成り立つものです。皆様のご協力なしには正確な統計は

できませんので、よろしくお願いします。 

どうしても答えなければ

いけないのですか？ 


